
行
政
研
究

こ
れ
か
ら
の
本
市
財
政
転
換
期
と
い
わ
れ
る
地
方
財
政
の
中
で

は
じ
め
に

　
わ
が
国
の
経
済
は
、
昭
和
三
〇
～
四
〇
年
代

を
通
じ
て
実
質
一
〇
％
を
超
え
る
高
度
成
長
を

遂
げ
て
き
た
が
、
こ
の
成
長
を
支
え
て
き
た
条

件
で
あ
る
石
油
資
源
・
土
地
・
水
・
環
境
問
題

等
の
変
化
と
と
も
に
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
、

今
後
は
お
お
む
ね
六
％
程
度
の
成
長
路
線
を
歩

む
こ
と
に
な
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
既
に
政
府
は
今
後
の
経
済
運
営
の
指
針
と
し

て
昭
和
五
〇
年
代
前
期
経
済
計
画
を
決
定
し
、

ま
た
国
及
び
地
方
の
財
政
に
つ
い
て
の
中
期
展

望
も
示
し
て
い
る
。
特
に
そ
の
収
支
試
算
に
お

い
て
は
景
気
・
税
収
・
税
制
等
に
一
応
の
前
提

条
件
を
お
き
つ
つ
、
五
二
～
五
四
年
度
の
大
巾

な
財
源
不
足
は
避
け
ら
れ
ず
、
五
五
年
度
で
収

支
均
衡
を
図
る
見
通
し
と
し
て
い
る
。

　
最
近
、
こ
の
試
算
の
前
提
で
あ
る
景
気
に
つ

い
て
は
回
復
の
お
く
れ
、
税
収
見
込
に
つ
い
て

は
伸
び
の
鈍
化
（
五
二
年
度
二
〇
％
↓
一
六
・

五
％
）
、
増
収
を
図
る
税
制
改
正
に
つ
い
て
は

政
治
情
勢
の
混
迷
等
、
財
政
を
め
ぐ
る
情
勢
の

変
化
に
伴
っ
て
試
算
の
全
面
見
直
し
が
伝
え
ら

　
れ
て
い
る
。
計
画
策
定
後
一
年
足
ら
ず
し
て
そ

　
の
見
直
し
を
迫
ら
れ
る
ほ
ど
、
現
在
の
経
済
情

　
勢
は
不
安
定
で
あ
り
、
ま
た
将
来
に
対
す
る
確

　
固
た
る
展
望
を
も
ち
え
な
い
状
態
に
あ
る
と
い

　
え
よ
う
。

　
　
こ
の
よ
う
な
中
で
地
方
財
政
を
ふ
り
か
え
る

　
と
、
別
表
の
よ
う
に
四
五
年
度
か
ら
地
方
税
の

　
増
収
に
支
え
ら
れ
て
毎
年
二
〇
％
を
超
え
る
伸

　
び
率
を
も
つ
財
政
規
模
に
耐
え
て
き
た
。
し
か

　
し
こ
れ
も
四
十
九
年
度
を
頂
点
と
し
て
情
勢
は

　
急
変
し
た
。
五
〇
、
五
一
年
度
の
厳
し
い
財
政

　
運
営
、
さ
ら
に
五
二
年
度
以
降
構
造
的
赤
字
の

　
続
く
見
通
し
の
中
で
、
こ
れ
か
ら
の
地
方
財
政

　
の
方
向
は
従
来
の
国
へ
の
依
存
姿
勢
か
ら
の
脱

　
皮
を
は
じ
め
行
政
の
厳
選
・
経
費
の
重
点
配
分

　
等
に
徹
底
し
た
転
換
を
図
る
こ
と
で
あ
り
、
ま

　
た
自
主
性
と
責
任
を
も
っ
た
財
政
運
営
を
行
う

　
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。

二

五
〇
年
度
の
変
動

　
昭
和
五
〇
年
当
初
、
政
府
は
五
〇
年
度
の
経

済
運
営
の
基
本
的
態
度
と
し
て
ま
ず
物
価
の
安

定
を
第
一
と
し
、
抑
制
的
な
総
需
要
管
理
を
行

い
つ
つ
年
度
を
通
じ
て
緩
や
か
な
回
復
を
た
ど

る
も
の
と
見
通
し
を
た
て
、
経
済
成
長
率
を
名

目
一
五
・
九
％
、
実
質
四
・
三
％
と
見
込
み
、

ま
た
財
政
的
に
は
国
税
収
入
一
七
兆
円
、
地
方

税
八
兆
円
余
と
見
込
ん
で
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
四
九
年
度
に
引
続
く
不
況
は

予
想
以
上
に
長
期
化
、
深
刻
化
し
、
五
〇
年
度

に
入
っ
て
も
景
気
回
復
は
依
然
と
し
て
遅
い
状

況
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
に
対
し
て
政

府
は
、
消
費
者
物
価
の
や
や
安
定
化
し
て
き
た

こ
と
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、
な
お
物
価
の
動
向
に

留
意
し
つ
つ
景
気
浮
揚
に
重
点
を
お
く
こ
と
と

し
て
、
数
次
に
わ
た
る
公
共
事
業
促
進
を
中
心

と
す
る
不
況
対
策
や
公
定
歩
合
・
預
金
準
備
率

の
引
下
げ
を
行
っ
た
。

　
一
方
景
気
回
復
の
お
く
れ
は
国
税
・
地
方
税

収
入
の
大
巾
な
減
収
を
も
た
ら
し
た
。
し
た
が

っ
て
政
府
は
一
二
月
補
正
予
算
を
も
っ
て
、
国

税
等
の
減
収
四
〇
、
一
九
六
億
円
に
つ
い
て
は

建
設
国
債
一
一
、
九
〇
〇
億
円
と
赤
字
国
債
二

二
、
九
○
○
億
円
を
も
っ
て
対
応
さ
せ
、
ま
た

地
方
財
政
対
策
と
し
て
は
、
地
方
税
の
減
収
一

小
島
雅
雄
<
財
政
局
財
務
部
長
>

〇
、
六
三
二
億
円
に
つ
い
て
は
全
額
地
方
債
の

増
発
を
も
っ
て
補
て
ん
し
、
ま
た
地
方
交
付
税

の
国
税
リ
ン
ク
減
一
一
、
○
○
五
億
円
に
つ
い

て
は
資
金
運
用
部
か
ら
の
借
入
措
置
を
と
っ

た
。

　
こ
の
よ
う
な
地
方
財
政
の
中
で
本
市
財
政
も

ま
た
、
市
税
収
入
の
当
初
見
込
一
、
四
四
三
億

円
が
個
人
及
び
法
人
市
民
税
・
特
別
土
地
保
有

税
等
の
減
収
が
著
し
く
、
結
果
と
し
て
九
三
億

円
減
収
の
一
、
三
五
〇
億
円
の
決
算
額
と
な
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
前
述
の
地
方
財
政
対
策
と

し
て
、
減
収
補
て
ん
債
三
六
億
円
と
、
地
方
交

付
税
特
別
措
置
六
二
億
円
を
受
入
れ
た
た
め
、

五
〇
年
度
実
質
赤
字
は
六
億
円
に
止
ま
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
、
一
方
で
は
五
一

年
度
予
算
が
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
五
一
年
度
予
算
は
、
お
り
か
ら
策
定
中
の
新

経
済
計
画
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
高
度
経
済
成
長
期

か
ら
低
成
長
期
へ
移
行
す
る
年
度
の
予
算
、
ま

た
長
期
的
安
定
を
目
標
と
し
た
低
成
長
路
線
へ

定
着
す
る
年
度
の
予
算
と
し
て
ま
ず
位
置
づ
け

ら
れ
た
。
そ
し
て
予
算
編
成
上
の
焦
点
は
国
税

の
大
巾
減
収
と
、
三
兆
円
に
近
い
地
方
財
政
の
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財
源
不
足
を
如
何
に
措
置
す
る
か
に
あ
っ
た
。

　
ま
ず
政
府
予
算
で
は
、
国
税
が
五
〇
年
度
当

初
見
込
の
一
七
兆
円
に
も
達
し
な
い
た
め
、
五

〇
年
度
に
引
続
き
財
政
法
第
四
条
第
一
項
た
だ

し
書
き
の
規
定
に
よ
る
建
設
国
債
三
五
、
二
五

〇
億
円
と
、
財
政
法
特
例
法
（
昭
和
五
一
年
度

の
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
）
に
よ

る
赤
字
国
債
三
七
、
五
〇
〇
億
円
に
依
存
す
る

こ
と
と
し
た
。
こ
の
結
果
公
債
金
は
七
二
、
七

五
〇
億
円
、
公
債
依
存
度
は
実
に
二
九
・
九
％

の
高
率
と
な
っ
た
。
こ
れ
と
国
税
一
五
五
、
一

九
〇
億
円
を
主
要
財
源
と
し
て
五
一
年
度
一
般

会
計
二
四
二
、
九
六
〇
億
円
（
対
五
〇
年
度
当

初
比
一
四
・
一
％
）
が
編
成
さ
れ
た
。

　
地
方
財
政
計
画
に
つ
い
て
も
国
と
同
一
の
基

調
に
よ
り
策
定
し
、
規
模
総
額
を
二
五
二
、
五

九
五
億
円
（
対
五
〇
年
度
当
初
比
一
七
・
二
％
）

と
設
定
し
、
地
方
税
を
五
十
年
度
当
初
と
ほ
ぼ

同
額
の
八
八
、
八
三
〇
億
円
見
込
ん
だ
が
、
二

六
、
二
〇
〇
億
円
の
財
源
不
足
は
避
け
え
ら
れ

な
く
な
っ
た
。
こ
の
不
足
額
に
対
す
る
措
置
は
、

五
〇
年
度
と
同
様
、
資
金
運
用
部
か
ら
地
方
交

付
税
会
計
へ
の
借
入
れ
一
三
、
七
〇
〇
億
円
と

地
方
債
の
増
発
一
二
、
五
〇
〇
億
に
よ
る
こ
と

と
し
た
。
こ
の
結
果
地
方
財
政
は
五
〇
・
五
一

の
二
ヵ
年
で
合
計
四
七
、
八
三
七
億
円
も
の
臨

時
的
な
借
入
れ
を
背
負
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　
（
こ
の
五
兆
円
近
い
借
入
れ
は
従
来
な
ら
ば
当

然
地
方
税
と
し
て
収
入
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
）
。

財政規模の推移表－1

注　1. S45～49及び本市50は決算、51は現計予算、国50は補正後、51は当初予算、地方50 ・51は地方財政計画

　　2.国税には印紙収入及び専売納付金を含む　　3.本市単位は百万円　　4. （　）は対前年比伸率
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本
市
財
政
に
お
い
て
も
市
税
の
伸
び
悩
み
に

よ
る
財
源
不
足
を
反
映
し
て
、
九
二
億
円
の
財

政
対
策
債
、
六
九
億
円
の
財
政
特
例
債
及
び
七

〇
億
円
の
交
付
税
特
別
分
、
合
計
一
六
二
億
円

の
臨
時
財
源
を
見
込
ん
で
総
額
三
、
一
二
九
億

円
（
対
五
〇
年
度
五
月
現
計
比
一
二
・
一
％
）

の
一
般
会
計
予
算
を
編
成
し
た
。
な
お
こ
の
予

算
編
成
に
つ
い
て
の
財
政
的
骨
子
は
次
の
通
り

で
あ
っ
た
。

　
１
総
合
予
算
と
し
て
編
成
す
る

　
２
現
行
の
行
政
水
準
は
確
保
す
る

　
３
従
来
な
ら
ば
当
然
計
上
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

　
　
計
画
的
・
継
続
的
事
業
に
つ
い
て
も
一
部

　
　
留
保
す
る

　
４
新
規
施
策
に
つ
い
て
は
極
力
抑
制
す
る

　
５
年
間
補
正
財
源
と
し
て
市
税
六
五
億
円
を

　
　
留
保
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
方
針
で
編
成
さ
れ
た
当

初
予
算
で
あ
っ
た
が
、
年
間
の
財
政
運
営
の
あ

り
方
と
し
て
は
、
そ
の
後
の
経
済
情
勢
や
税
収

入
等
の
推
移
如
何
に
よ
っ
て
は
、
国
と
同
様
こ

れ
に
対
応
し
て
機
動
的
弾
力
的
に
運
用
し
て
い

く
こ
と
と
し
た
。

三

五
一
年
度
の
財
政
運
営

　
五
一
年
度
当
初
予
算
の
編
成
に
あ
た
り
指
定

都
市
で
は
、
市
税
収
入
の
見
込
を
対
五
〇
年
度

実
収
比
一
〇
～
一
二
％
程
度
と
し
、
ま
た
こ
れ

に
対
応
し
て
地
方
財
政
対
策
を
と
り
こ
ん
だ
。

　
五
一
年
度
に
入
り
、
各
市
の
市
税
収
入
は
順

調
に
伸
び
る
傾
向
を
示
し
、
特
に
四
～
六
月
の

法
人
市
民
税
は
、
前
年
同
期
比
一
〇
～
二
〇
％

の
伸
び
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
二
・

四
半
期
か
ら
三
・
四
半
期
に
か
け
て
景
気
は
中

だ
る
み
の
状
態
を
呈
し
て
い
る
。
地
方
財
政
全

般
に
つ
い
て
み
て
も
、
一
部
企
業
の
好
況
に
よ

る
増
収
も
伝
え
ら
れ
る
が
、
跛
行
的
、
短
期
的
な

面
も
み
う
け
ら
れ
、
長
期
的
安
定
に
は
未
だ
日

時
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
指
定
都
市
の
状

況
か
ら
す
る
と
現
在
の
市
税
収
入
見
込
は
各
市

と
も
一
五
％
は
超
え
る
見
込
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
こ
の
よ
う
な
中
で
、
国
は
当
初
に
策
定
し
た

地
方
財
政
対
策
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
普
通

交
付
税
四
八
、
七
六
一
億
円
及
び
財
政
対
策
債

四
、
五
〇
〇
億
円
の
配
分
を
決
定
し
た
。

　
本
市
に
対
し
て
も
普
通
交
付
税
二
七
、
九
八

二
百
万
円
、
財
政
対
策
債
三
、
二
六
四
百
万
円

の
配
分
が
確
定
し
た
。

　
　
し
た
が
っ
て
地
方
財
政
は
、
変
動
す
る
地
方

税
と
、
当
初
計
画
通
り
の
国
の
地
方
財
政
対

策
、
と
い
う
要
素
を
か
か
え
て
、
次
の
よ
う
な

問
題
と
対
処
し
つ
つ
、
五
一
年
度
の
財
政
を
運

営
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
地
方
税

の
変
動
（
増
収
）
が
あ
っ
て
も
借
入
れ
と
い
う

国
の
地
方
財
政
対
策
を
受
入
れ
る
べ
き
か
、
あ

る
い
は
増
収
分
に
よ
っ
て
当
初
懸
案
事
項
を
処

理
す
べ
き
か
、
さ
ら
に
は
財
政
調
整
基
金
等
を

増
強
し
て
後
年
度
に
備
え
る
べ
き
か
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
地
方
財
政
制
度
の
基

本
的
な
面
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
第
一
に
地
方
財
政
対
策
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
地
方
財
政
対
策
と
は
地
方
財
政
の

調
整
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
調
整
の
最
終
責
任
は

地
方
交
付
税
法
第
六
条
の
三
第
二
項
に
よ
り
国

に
あ
る
と
い
わ
れ
、
具
体
的
に
は
地
方
財
政
計

画
で
あ
り
、
地
方
交
付
税
制
度
で
あ
る
。

　
地
方
交
付
税
制
度
は
、
そ
の
基
本
的
な
考
え

方
と
し
て
は
、
国
と
地
方
団
体
と
の
事
務
配
分

に
応
じ
て
算
出
さ
れ
た
国
税
三
税
収
入
の
一
定

割
合
（
現
行
三
二
％
）
が
自
動
的
に
地
方
交
付

税
と
し
て
配
分
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
配
分
割
合

が
適
正
で
あ
る
限
り
年
度
毎
に
多
少
の
過
不
足

が
で
て
も
、
長
期
的
に
は
地
方
団
体
の
必
要
と

す
る
財
源
額
が
確
保
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
ま
た
一
面
、
地
方
団
体
が
標
準
的
な
行
政

水
準
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
一
般
財
源
の

全
国
ベ
ー
ス
で
の
総
額
を
保
障
す
る
制
度
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
ま
ず
地
方
交
付
税
総
額
が
、

当
該
年
度
の
国
税
三
税
の
三
二
％
と
し
て
マ
ク

ロ
に
設
定
さ
れ
る
。
一
方
地
方
団
体
に
交
付
す

べ
き
財
源
不
足
額
は
、
各
地
方
団
体
毎
に
算
定

さ
れ
る
（
基
準
財
政
需
要
額
一
基
準
財
政
収
入

額
）
。
こ
の
財
源
不
足
額
と
普
通
交
付
税
と
の

比
較
で
差
異
が
で
て
も
（
通
常
で
る
の
が
当

然
）
、
不
足
額
の
で
た
場
合
は
調
整
率
に
よ
り

圧
縮
減
額
し
て
交
付
額
と
し
（
地
方
交
付
税
法

第
一
〇
条
第
二
項
た
だ
し
書
）
、
逆
に
余
剰
が

生
じ
た
場
合
に
は
そ
の
超
過
額
を
特
別
交
付
税

に
繰
入
れ
て
（
同
法
第
六
条
の
三
第
一
項
）
、

交
付
税
総
額
は
そ
の
年
度
に
交
付
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
さ
ら
に
法
人
関
係
地
方
税
に
つ
い

て
は
交
付
税
算
定
上
の
基
準
税
額
と
実
収
入
と

に
差
が
あ
っ
た
と
き
は
、
翌
年
度
以
降
の
交
付

税
算
定
上
精
算
す
る
制
度
が
あ
る
。
（
同
法
付

則
第
五
項
）

　
し
た
が
っ
て
地
方
交
付
税
に
よ
る
調
整
の
目

的
は
あ
く
ま
で
長
期
的
視
点
か
ら
の
も
の
で
、

各
地
方
団
体
の
現
実
の
一
般
財
源
調
整
は
各
年

度
毎
に
こ
の
長
期
的
調
整
を
ふ
ま
え
つ
つ
各
団

体
の
責
任
に
お
い
て
行
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
な
点
か
ら
み
て
五
一
年
度
の
特
別
措
置
に

つ
い
て
も
こ
れ
を
単
純
に
上
積
み
し
て
財
政
規

模
の
拡
大
を
図
る
こ
と
な
く
、
後
年
度
の
財
政

見
通
し
の
上
に
た
っ
て
効
率
的
に
運
用
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
五
一
年
度
地
方
財
政
対
策
へ
の
対
応

の
問
題
で
あ
る
。

　
地
方
交
付
税
法
第
六
条
の
三
第
二
項
に
よ
れ

ば
、
地
方
財
源
不
足
額
と
地
方
交
付
税
総
額
と

が
引
続
き
著
し
く
異
な
る
場
合
に
は
、
地
方
行

財
政
制
度
の
改
正
ま
た
は
交
付
税
率
（
現
行
三

二
％
）
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
と
規
定
し

て
い
る
。
し
か
る
に
五
〇
、
五
一
年
度
の
財
源

不
足
額
五
兆
円
に
つ
い
て
は
何
れ
も
借
入
れ
措

置
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
二
兆
円
の
財
源

不
足
の
想
定
さ
れ
る
五
二
年
度
に
は
当
然
三
二

％
の
交
付
税
率
の
改
訂
が
地
方
財
政
対
策
の
焦

点
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
五
一
年
度

二
六
、
二
〇
〇
億
円
の
今
後
の
償
還
に
つ
い
て
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の
計
画
と
措
置
を
み
て
み
よ
う
。

　
１
地
方
交
付
税
特
別
措
置
一
三
、
七
〇
〇
億

　
　
円

　
五
五
九
億
円
は
一
般
会
計
か
ら
の
臨
時
特
例

交
付
金
、
一
三
、
一
四
一
億
円
は
資
金
運
用
部

資
金
か
ら
の
借
入
れ
と
し
て
二
ヵ
年
据
置
き
、

五
四
年
度
か
ら
六
一
年
度
ま
で
八
ヵ
年
で
償

還
、
利
子
は
一
般
会
計
負
担
と
す
る
。

　
２
地
方
債
特
例
分
一
二
、
五
〇
〇
億
円

　
財
政
対
策
債
四
、
五
〇
〇
億
円
の
う
ち
二
、

〇
〇
〇
億
円
は
元
利
償
還
金
の
全
額
、
二
、
五

〇
〇
億
円
は
利
子
全
額
、
充
当
率
か
さ
上
げ
分

八
、
〇
〇
〇
億
円
は
政
府
資
金
と
公
募
債
と
の

利
子
差
額
相
当
分
を
、
一
般
会
計
か
ら
臨
時
特

例
交
付
金
と
し
て
交
付
税
会
計
へ
繰
入
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
こ
の
計
画
に
よ
れ
ば
五
四
年
度

か
ら
八
ヵ
年
で
交
付
税
総
額
か
ら
合
計
一
二
、

五
〇
〇
億
円
減
額
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
一
方

地
方
債
償
還
に
対
応
す
る
臨
時
特
例
交
付
金
分

だ
け
国
税
三
税
の
三
二
％
（
現
行
）
に
上
積
さ

れ
た
も
の
が
交
付
税
総
額
と
な
る
。
な
お
二
、

五
〇
〇
億
円
に
対
応
す
る
元
金
分
に
つ
い
て
も

基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
す
る
計
画
で
あ
る
の

で
、
結
論
と
し
て
財
政
対
策
債
四
、
五
〇
〇
億

円
の
元
利
償
還
に
つ
い
て
は
全
額
交
付
税
措
置

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
償
還
に
あ
た
り
特
別
措
置
の
講

じ
ら
れ
て
い
る
地
方
債
に
つ
い
て
は
、
単
純
に

借
入
れ
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
積

極
的
に
導
入
し
て
、
む
し
ろ
臨
時
的
財
源
と
し

　
い
く
度
か
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
後

の
わ
が
国
経
済
の
基
調
は
低
成
長
路
線
に
お
け

る
長
期
安
定
を
目
標
と
し
て
い
る
。
国
の
財
政

に
お
い
て
も
ま
ず
赤
字
国
債
か
ら
の
脱
却
を
考

え
て
五
〇
年
代
前
期
を
試
算
し
て
お
り
、
地
方

財
政
に
つ
い
て
も
五
五
年
度
に
収
支
均
衡
を
図

る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
展
望
の
中
で
本
市
財
政
も
ま

た
、
長
期
的
安
定
を
基
本
と
し
て
、
総
合
計
画

に
も
と
ず
く
五
ヵ
年
指
標
を
財
政
需
要
決
定
の

指
針
と
す
る
と
と
も
に
、
進
行
管
理
の
よ
り
ど

こ
ろ
と
し
て
位
置
づ
け
て
、
徹
底
し
た
財
政
の

計
画
的
運
営
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
こ
の
よ
う
な
方
向
と
姿
勢
に
対
し
て
現
実

の
財
政
運
営
に
は
い
ろ
い
ろ
の
問
題
が
あ
る
。

例
え
ば
過
去
の
市
税
増
収
二
〇
％
時
代
に
培
わ

れ
た
も
の
で
今
後
の
財
政
運
営
に
不
安
定
要
素

と
な
る
も
の
が
な
い
か
ど
う
か
等
、
以
下
反
省

を
含
め
て
問
題
点
を
と
り
出
し
て
み
ょ
う
。

　
地
方
財
政
の
運
営
に
お
い
て
、
長
期
的
安
定

や
計
画
の
た
て
難
い
点
に
つ
い
て
は
多
く
の
議

論
が
で
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
最
も
基
本
的
な

　
も
の
と
し
て
地
方
財
源
の
構
造
問
題
が
あ
る
。

　
地
方
財
源
構
造
が
、
国
依
存
型
で
あ
る
こ
と
、

　
自
主
財
源
の
乏
し
い
こ
と
か
ら
、
収
支
均
衡
の

　
不
安
定
や
財
政
構
造
全
般
の
非
弾
力
性
、
さ
ら

　
に
は
行
政
水
準
の
低
下
を
ま
ね
い
て
い
る
。
し

　
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
基
本
問
題
に
つ
い
て
は
地

　
方
団
体
と
し
て
も
既
に
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
関
係

　
機
関
に
強
く
訴
え
、
住
民
運
動
に
ま
で
拡
げ
て

’
い
る
。
た
だ
こ
の
二
、
三
年
経
済
変
動
の
中
で

　
の
著
し
い
財
源
不
足
か
ら
、
と
も
す
る
と
地
方

　
団
体
と
し
て
も
当
面
の
措
置
、
し
か
も
宿
命
的

　
な
国
依
存
措
置
の
要
望
に
追
わ
れ
、
長
期
的
運

　
営
を
考
え
る
い
と
ま
の
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実

　
で
あ
る
。
経
済
社
会
の
や
や
安
定
化
傾
向
の
み

　
え
て
き
た
現
在
、
地
方
団
体
は
各
団
体
自
身
の

　
長
期
展
望
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
地
方
財
政
の
基

　
本
的
問
題
の
解
決
に
さ
ら
に
向
っ
て
い
か
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
(
二
)
　
財
政
の
計
画
的
運
営
の
問
題

　
本
市
行
政
の
基
本
的
方
向
は
横
浜
市
基
本
構

想
と
し
て
議
決
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
を

う
け
て
基
本
計
画
と
し
て
の
総
合
計
画
、
具
体

計
画
と
し
て
の
五
ヵ
年
指
標
が
あ
る
。
現
在
五

二
年
度
を
初
年
度
と
す
る
新
五
ヵ
年
指
標
を
策

定
中
で
あ
る
が
、
四
八
～
五
二
年
度
の
現
行
五

ヵ
年
指
標
の
存
在
と
あ
わ
せ
て
、
あ
ら
た
め
て

五
ヵ
年
指
標
の
位
置
づ
け
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
五
ヵ
年
指
標
は
単
な
る
目
標
と
計
画
の
表
示

で
は
な
い
。
そ
れ
は
五
ヵ
年
で
こ
れ
だ
け
の
行

　
政
を
計
画
的
に
行
い
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
を

　
市
民
に
い
わ
ば
約
束
す
る
も
の
と
も
い
え
よ
う

　
し
、
ま
た
各
年
度
の
行
政
効
果
を
評
価
す
る
進

　
行
管
理
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
指

　
標
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
目
標
水
準
の
設
定
、

　
行
政
計
画
の
策
定
と
と
も
に
、
こ
れ
を
資
金
的

　
に
裏
付
け
る
財
政
計
画
も
精
細
か
つ
大
胆
に
樹

　
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
れ
か
ら
の

　
財
政
計
画
は
、
地
方
税
の
自
然
増
収
や
、
地
方

　
交
付
税
、
地
方
債
に
よ
る
国
の
特
別
措
置
に
安

易
に
依
存
す
る
、
即
ち
高
度
経
済
成
長
期
に
な

　
ら
さ
れ
て
き
た
姿
勢
か
ら
転
換
し
た
も
の
で
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
可
能
な
限
り

　
の
自
主
、
自
立
的
な
財
政
計
画
の
策
定
が
必
要

　
で
あ
り
、
ま
た
組
織
、
機
構
、
人
員
に
つ
い
て

　
も
こ
れ
か
ら
の
財
政
環
境
に
適
合
し
た
も
の
で

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
三
)
　
潜
在
的
債
務
の
解
消
問
題

　
次
に
長
期
的
安
定
を
求
め
て
計
画
的
に
運
営

し
て
行
こ
う
と
す
る
本
市
財
政
に
お
い
て
、
不

安
定
要
素
が
な
い
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問

題
の
第
一
は
先
行
取
得
し
た
公
共
用
地
の
保

有
、
滞
貨
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
高
度
経
済
成

長
期
に
は
地
価
高
騰
も
あ
り
、
ま
た
各
年
度
の

処
理
も
滞
貨
度
を
高
め
な
い
程
度
に
で
き
た
の

で
一
応
表
面
に
は
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
。
し
か

し
四
九
―
五
〇
年
の
経
済
変
動
を
機
と
し
て
、

国
の
補
助
認
証
の
伸
び
悩
み
や
事
業
化
の
遅
れ

か
ら
そ
の
保
有
滞
貨
は
急
増
し
、
五
〇
年
度
末
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て
位
置
づ
け
、
五
一
年
度
か
ら
五
二
年
度
以
降

に
む
け
て
そ
の
効
率
的
運
用
を
考
え
る
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。今

後
の
財
政
運
営
に
つ
い
て

四
（
一
)
　
地
方
財
源
の
構
造
問
題



で
の
累
積
保
有
は
公
共
事
業
用
地
費
会
計
一

六
、
二
三
七
百
万
円
、
土
地
開
発
公
社
二
三
、

八
四
九
百
万
円
、
計
四
〇
、
〇
八
六
百
万
円
と

な
っ
た
。
こ
れ
ら
保
有
用
地
の
現
実
の
資
金
運

営
は
相
当
額
を
借
入
金
に
よ
っ
て
い
る
。
問
題

は
保
有
の
累
積
に
よ
る
後
年
度
負
担
の
増
大

と
、
そ
の
処
理
、
事
業
化
を
如
何
に
計
画
的
に
財

政
運
営
の
中
に
と
り
こ
ん
で
行
く
か
で
あ
る
。

併
せ
て
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
適
合
し
た
用
地
政

策
の
確
立
で
あ
る
。

　
次
に
学
校
建
設
公
社
の
校
舎
等
保
有
の
問
題

が
あ
る
。
こ
の
公
社
は
、
昭
和
四
五
年
に
設
立

さ
れ
、
五
〇
年
度
ま
で
に
事
業
費
二
三
、
三
七

六
百
万
円
を
も
っ
て
二
、
一
一
〇
教
室
を
建
設

し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
間
に
国
庫
補
助
認
証

を
受
け
て
本
市
が
公
社
か
ら
譲
渡
を
う
け
た
も

の
は
、
一
、
二
〇
一
教
室
、
九
、
九
一
八
百
万

円
、
し
た
が
っ
て
五
一
年
度
に
九
〇
九
教
室
十

　
一
三
、
四
五
八
百
万
円
が
保
有
滞
貨
と
し
て
送

ら
れ
て
い
る
。
小
・
中
学
校
建
設
に
対
す
る
全

国
需
要
は
依
然
と
し
て
高
い
。
し
か
し
な
が
ら

文
部
省
予
算
は
超
過
負
担
の
解
消
に
追
わ
れ
、

数
年
来
認
証
数
量
の
伸
び
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ

な
い
。
そ
の
た
め
地
方
団
体
と
し
て
は
必
然
的

に
プ
レ
ハ
ブ
教
室
措
置
或
は
公
社
建
設
に
頼
ら

ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
地
方
団
体

の
総
需
要
に
対
応
で
き
な
い
政
府
予
算
、
さ
ら

に
は
国
庫
財
源
に
依
存
度
の
高
い
地
方
財
政
に

あ
っ
て
義
務
教
育
施
設
の
整
備
を
図
る
に
は
、

今
後
学
校
建
設
公
社
シ
ス
テ
ム
の
一
層
の
利
用

と
、
ま
た
教
室
だ
け
に
限
ら
ず
、
適
正
な
教
育

施
設
の
整
備
と
い
う
目
標
に
対
し
て
の
公
社
の

多
面
的
利
用
の
検
討
も
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
公
社
の
財
政

運
営
は
と
い
え
ば
、
す
べ
て
借
入
金
に
よ
り
運

営
さ
れ
て
い
る
。
五
一
年
度
公
社
予
算
は
当
初

ベ
ー
ス
で

　
校
舎
建
設
三
三
九
教
室
五
九
七
五
百
万
円

　
講
堂
建
設
　
　
一
〇
校
　
　
五
二
二
百
万
円

の
事
業
量
を
予
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
運
営
資

金
と
し
て
は
、
本
市
貸
付
金
二
〇
億
円
と
銀
行

借
入
八
○
億
円
を
計
画
額
と
し
て
い
る
。
な
お

こ
の
借
入
に
伴
う
支
払
利
子
額
は
こ
こ
数
年
毎

年
一
〇
億
円
を
超
え
て
い
る
。

　
次
に
財
政
的
に
問
題
と
な
る
の
が
国
民
健
康

保
険
事
業
で
あ
る
。

　
昭
和
三
六
年
に
達
成
さ
れ
た
国
民
皆
保
険
の

中
で
国
民
健
康
保
険
事
業
は
、
わ
が
国
の
社
会

保
険
の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
本

市
に
お
い
て
も
昭
和
五
〇
年
十
月
現
在
、
加
入

世
帯
二
二
八
千
世
帯
、
被
保
険
者
六
一
八
千
人

と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
事
業
の
制
度
を
原
則
か
ら
み
る
な
ら

ば
、
保
険
者
た
る
市
は
、
加
入
者
た
る
被
保
険

者
に
対
し
て
一
定
の
療
養
の
給
付
等
を
行
っ
て

い
る
が
、
そ
の
中
心
で
あ
る
法
定
医
療
に
係
る

給
付
率
は
七
〇
％
で
あ
り
、
そ
の
財
源
は
被
保

険
者
負
担
で
あ
る
保
険
料
と
国
庫
補
助
金
に
よ

　
っ
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
各
年
度
の
医
療
費
改
定
及
び

各
種
の
福
祉
施
策
の
実
施
に
よ
る
給
付
費
の
伸

び
と
保
険
料
の
改
定
と
は
必
ず
し
も
国
保
財
政

運
営
の
原
則
に
合
致
せ
ず
、
累
積
赤
字
は
、
四

九
年
度
四
九
四
百
万
円
、
五
〇
年
度
一
、
八
〇

三
百
万
円
と
な
り
、
五
一
年
度
で
は
、
実
に
四

〇
億
円
を
超
え
る
見
込
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

も
こ
の
間
、
国
基
準
に
よ
る
負
担
原
則
で
は
運

営
困
難
と
し
て
、
法
定
給
付
費
の
一
部
と
、
福

祉
施
策
と
し
て
の
政
策
的
給
付
費
に
つ
い
て
一

般
会
計
か
ら
四
九
年
度
で
一
九
億
円
、
五
〇
年

度
で
二
四
億
円
、
五
一
年
度
現
計
予
算
で
は
二

九
億
円
も
の
繰
出
し
を
行
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
今
後
の
国
保
財
政
運
営
の
中
で
医
療

費
対
応
方
式
と
い
う
基
本
的
な
改
定
が
行
わ
れ

て
も
、
な
お
、
五
二
年
度
で
四
〇
億
円
を
超
え

る
繰
出
金
は
必
要
で
あ
り
、
ま
た
国
保
会
計
の

実
態
か
ら
し
て
、
五
一
年
度
末
で
の
累
積
赤
字

見
込
四
〇
億
円
は
、
特
別
の
国
庫
補
助
金
を
要

望
し
つ
つ
も
、
将
来
の
一
般
会
計
で
相
当
負
担

せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
四
)
　
財
政
需
要
の
膨
張

　
人
口
急
増
や
市
民
要
望
に
対
応
し
て
建
設
さ

れ
た
公
共
施
設
の
運
営
費
や
市
民
生
活
水
準
の

向
上
に
伴
っ
て
新
設
、
拡
充
さ
れ
た
施
策
に
よ

る
扶
助
費
、
さ
ら
に
人
件
費
・
公
債
費
等
の
い

わ
ゆ
る
義
務
的
経
費
の
増
加
は
最
近
特
に
著
し

い
。
経
費
構
造
の
硬
直
化
傾
向
も
徐
々
に
で
は

あ
る
が
で
て
き
て
い
る
。
特
に
市
税
・
普
通
交

付
税
等
の
経
常
的
一
般
財
源
と
の
関
係
で
の
経

常
収
支
比
率
を
み
る
と
、
四
五
～
四
九
年
度
で

七
〇
％
前
後
を
た
ど
っ
て
い
た
も
の
が
、
五
〇

年
度
で
は
一
挙
に
七
八
・
三
％
と
著
し
く
は
ね

あ
が
っ
て
い
る
。
今
後
の
一
般
財
源
の
伸
び
が

大
き
く
期
待
で
き
な
い
見
通
し
か
ら
考
え
る

と
、
慎
重
な
配
慮
を
要
す
る
点
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
今
後
の
財
政
運
営
上
大
き
く
計
画
的

に
負
担
の
増
大
す
る
も
の
と
し
て
、
下
水
道
及

び
交
通
関
係
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
す

る
一
般
会
計
の
繰
出
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

下
水
道
　
　
　
交
通
　
高
速
鉄
道

四
七
年
度
　
　
七
､
七
三
一
　
一
､
〇
二
四
二
､
六
五
二

四
八
　
　
　
　
八
､
七
三
一
　
　
一
､
二
六
三
　
　
　
三
､
〇
九
一

四
九
　
　
　
　
八
､
八
一
一
　
　
四
､
三
一
七
　
　
　
四
､
一
二
四

　
　
　
　
　
　
　
　
（
内
貸
付
金
二
、
一
四
八
）

五
〇
　
　
　
　
一
一
､
九
六
二
　
　
二
､
三
〇
一
　
　
四
､
一
二
六

五
一
　
　
　
　
一
四
、
五
〇
二
　
　
二
､
五
二
三
　
五
､
一
九
八

　
こ
れ
ら
の
う
ち
交
通
事
業
は
再
建
計
画
に
よ

る
も
の
、
高
速
鉄
道
に
つ
い
て
は
建
設
に
伴
う

国
庫
補
助
制
度
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
下

水
道
事
業
に
つ
い
て
は
建
設
促
進
に
伴
い
経
常

経
費
が
飛
躍
的
に
増
大
す
る
た
め
で
、
今
後
下

水
道
使
用
料
と
の
関
連
で
慎
重
に
対
処
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
な
お
市
立
大
学
会
計
に
対
す
る
繰
出
金
も
四

九
年
度
以
来
、
各
年
度
四
〇
億
円
を
超
え
て
い

る
。
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財
政
調
整
～
長
期
的
視
点
か

　
ら
の
財
政
運
営

　
地
方
財
政
の
歳
出
は
、
そ
の
分
担
す
る
行
政

の
性
格
か
ら
義
務
的
、
非
弾
力
的
経
費
の
構
成

比
が
高
く
、
歳
入
が
減
少
し
て
も
こ
れ
に
対
応

す
る
歳
出
を
縮
減
で
き
る
余
地
は
極
め
て
少
な

い
。
一
方
歳
入
、
特
に
そ
の
中
心
を
占
め
て
い

る
地
方
税
は
経
済
の
好
、
不
況
に
よ
っ
て
変
動

す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
ず
、
こ
の
傾
向
は
最
近

特
に
著
し
い
。
し
た
が
っ
て
地
方
財
政
が
常
に

安
定
し
た
運
営
を
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
基
本

的
な
措
置
と
し
て
、
個
々
の
団
体
に
お
い
て
、

一
般
財
源
に
ゆ
と
り
の
あ
る
と
き
に
は
こ
れ
を

別
に
積
立
て
た
り
、
地
方
債
の
繰
上
償
還
等
を

行
う
と
い
う
配
慮
が
機
能
的
に
求
め
ら
れ
る
。

特
に
経
済
成
長
の
低
下
が
見
込
ま
れ
る
こ
れ
か

ら
の
財
政
運
営
に
は
個
々
の
地
方
団
体
の
自
己

防
衛
的
な
意
味
か
ら
も
こ
れ
ら
の
措
置
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

　
も
と
も
と
こ
の
問
題
は
、
地
方
財
政
の
年
度

間
の
財
源
の
不
均
衡
の
調
整
と
し
て
、
地
方
財

政
法
第
四
条
の
三
（
年
度
間
の
財
源
調
整
・
財

政
調
整
基
金
等
の
積
立
金
の
設
置
ほ
か
）
、
あ

る
い
は
同
法
第
七
条
（
剰
余
金
の
一
部
を
地
方

債
の
繰
上
償
還
に
充
当
）
に
制
度
と
し
て
規
定

は
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
制
度
は
地
方
交
付

税
制
度
の
設
定
さ
れ
た
と
き
、
地
方
公
共
団
体

の
各
年
度
に
お
け
る
財
源
の
過
不
足
額
は
、
原

則
と
し
て
地
方
交
付
税
に
よ
る
財
源
調
整
は
行

わ
ず
に
各
地
方
団
体
の
自
主
的
な
責
任
に
お
い

て
行
う
と
い
う
趣
旨
か
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。

　
特
に
こ
の
う
ち
の
積
立
金
（
財
政
調
整
基
金
）

は
何
ら
か
の
非
常
事
態
が
発
生
す
る
こ
と
を
予

測
し
て
そ
れ
に
備
え
る
た
め
の
い
わ
ゆ
る
予
備

費
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
地
方
団
体
の

長
期
的
な
経
済
活
動
の
計
画
性
を
維
持
し
、
さ

ら
に
単
年
度
ご
と
の
財
政
収
支
の
均
衡
を
も
保

持
し
て
い
く
た
め
の
調
整
機
能
を
も
つ
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
運
用
は
弾
力
的
に
行

わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
あ
る
年
度
で
予
定
以

上
の
収
入
が
あ
っ
た
り
、
臨
時
財
源
の
増
収
入

に
ょ
っ
て
経
常
財
源
に
余
裕
が
生
じ
た
場
合
に

は
、
将
来
に
対
す
る
考
慮
を
せ
ず
に
種
々
の
事

業
の
追
加
を
単
純
に
行
う
こ
と
は
避
け
る
と
と

も
に
、
ま
た
一
方
計
画
通
り
の
一
般
財
源
収
入

の
見
込
め
な
い
場
合
等
に
は
、
単
純
に
単
独
事

業
の
打
切
り
、
停
止
を
行
う
こ
と
な
く
、
即
ち

そ
の
年
度
だ
け
の
穴
埋
め
処
置
に
走
る
こ
と
な

く
、
財
政
調
整
基
金
の
積
立
て
、
あ
る
い
は
と

り
く
ず
し
と
い
う
運
用
に
よ
り
措
置
し
て
、
計

画
的
な
年
度
間
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
財
政
運

営
を
す
べ
き
で
あ
る
。
経
済
成
長
率
の
低
下
が

予
想
さ
れ
る
こ
れ
か
ら
は
、
こ
の
制
度
の
効
用

が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
本
市
で
は
、
高
度
経
済
成
長
下
の
四
〇
年
代
。

特
に
四
五
年
度
以
降
の
市
税
は
各
年
二
〇
％
～

二
九
％
と
い
う
高
い
伸
び
を
示
し
、
ま
た
地
方

交
付
税
も
大
都
市
傾
斜
配
分
も
あ
っ
て
飛
躍
的

に
増
加
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
間
財
政
調
整
に

つ
い
て
は
制
度
と
し
て
設
け
て
お
ら
ず
、
各
年

度
の
財
政
運
営
の
中
で
基
本
的
な
考
え
方
の
一

つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
ま
た
、
戦
災
復
興
、
戦
後
十
余
年
に
わ
た
る

都
心
部
の
接
収
に
よ
る
都
市
再
開
発
の
お
く

れ
、
人
口
急
増
に
伴
う
行
政
需
要
へ
の
対
応
等

は
、
具
体
的
な
積
立
金
、
繰
上
償
還
等
の
年
度

間
調
整
の
制
度
化
を
許
す
余
裕
を
与
え
な
か
っ

た
。
わ
ず
か
に
こ
の
間
、
財
政
調
整
的
要
素
を

も
っ
た
土
地
開
発
基
金
の
設
置
、
増
強
、
一
部

借
替
債
の
調
整
等
が
行
わ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
各
年
度
の
一
般
財
源
の
増
加
は
い

ず
れ
も
、
地
方
財
政
法
第
四
条
の
三
第
一
項
中

の
「
緊
急
実
施
を
必
要
と
す
る
建
設
事
業
や
、

そ
の
他
必
要
や
む
を
え
な
い
事
業
」
に
充
当
せ

ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も

な
お
市
民
要
望
に
充
分
に
応
え
る
に
い
た
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
五
一
年
一
二
月
現
在
、
国
地
方
と
も
に
五
二

年
度
予
算
の
編
成
を
進
め
て
い
る
。

　
公
共
投
資
か
減
税
か
、
あ
る
い
は
両
者
の
混

合
か
と
定
ま
ら
な
か
っ
た
景
気
対
策
も
、
公
共

事
業
重
点
の
政
府
予
算
を
編
成
す
る
方
向
で
具

体
化
し
つ
つ
あ
り
、
総
額
二
八
兆
円
余
（
対
五

一
年
度
比
一
五
・
六
％
）
の
規
模
を
想
定
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
財
源
で
は
赤
字
国

債
か
ら
の
脱
却
は
ま
た
遠
く
な
り
、
八
兆
円
、

依
存
度
三
〇
％
程
度
の
国
債
発
行
は
ま
ぬ
が
れ

な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
地
方
財
政
に
つ
い
て
も
計
画
規
模
は
対
五
一

年
度
比
で
一
五
％
は
超
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
し
て
二
兆
円
と
い
わ
れ
る
財
源
不
足
対

策
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。
自
治
省
は
地
方
交

付
税
率
の
ア
ッ
プ
を
強
力
に
訴
え
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
こ
れ
が
四
〇
％
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

到
底
二
兆
円
の
不
足
は
補
て
ん
で
き
な
い
。
当

然
地
方
債
増
発
問
題
が
で
て
こ
よ
う
。

　
本
市
の
五
二
年
度
予
算
は
現
在
策
定
中
の
新

五
ヵ
年
指
標
の
第
一
年
度
と
な
る
。
し
か
し
な

が
ら
五
〇
年
度
補
正
予
算
以
来
本
市
も
ま
た
、

国
の
地
方
財
政
特
別
対
策
の
具
体
化
を
ま
た
な

い
と
予
算
の
編
成
が
困
難
と
な
っ
て
き
た
。
こ

の
よ
う
な
厳
し
く
そ
し
て
ま
た
流
動
的
な
環
境

の
中
で
の
予
算
編
成
で
は
あ
る
が
、
幾
度
か
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
予
算
の
編
成

に
あ
た
っ
て
は
、
経
済
動
向
の
把
握
、
中
長
期

的
な
見
通
し
に
も
と
ず
く
財
政
計
画
の
策
定
は

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
与
件
で
あ
る
。
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